様式第３号（第５条関係）

年　間　資　源　回　収　実　施　計　画　書　
　　年　　月　　日
	地区
	
	団体名
	
	代表者名
	
	連絡先
	


	回収日時（曜日）
	活動団体名
※団体登録した団体名を記入
	回収場所
	回収品目等（○をつけてください）

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　


	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　

	　
	
	　
	新聞
	雑誌
	段ボール
	牛乳パック　　　布類
	
	　

	
	
	
	アルミ缶
	スチール缶
	その他（　　　
	　　　　　　）　雨天　　　　　　　


· 月１回以上、指定の回収場所（業者による戸別収集を除く）にて資源回収を実施することが可能で、かつ本計画書を期限までに提出した団体は、報償金単価が７円（通常６円）となります。なお、常設の資源回収所で回収した資源についても単価が７円となりますが、本計画書の提出は必要ありません。
· 本計画書は、期限までに環境課へ提出してください。なお、期限を過ぎた場合、報償金の基準単価は６円となります。

· 回収日時等は、市民だより等に掲載されますので、誤りのないよう注意してください。やむを得ず変更がある場合は、２ヶ月前までに速やかに環境課まで連絡してください。
· 詳しい記入方法は別紙記入例を参考にしてください。
提出期限　平成２４年２月１５日（水）　※直接窓口まで提出してください。

（お問合せ先　　刈谷市役所　環境課環境政策担当　６２－１０１７（直通））
№　　　








